
 



被災者生活再建支援のための特例的な基金の創設

特別立法の制定により、
○ 国、地方の役割分担の観点から、この度の超大規模災害に際しては、被災
者生活再建支援基金ではなく、別途、国全額負担により、地方に基金を創設
する。

○ 基金については、これまで住宅の損壊の程度に着目していた被災者生活
再建支援制度を、被災地以外における再建を含め、被災した世帯がどのよう
に生活再建していくかに着目して支援していくことも可能な制度として組み替
える。

・ 被害を受けた土地や施設の修復や、防災対策の観点も考慮した被災地区
の再開発、被災地以外における再建において要する宅地整備など、地域再
生にかかる住環境整備も基金制度に追加すべき。
・ 基金規模は住家被害及び必要とされる住環境整備その他必要となる経費
を考慮して決定し、必要に応じ、基金に追加交付する等、地域が必要とする
財源を適切に確保すべき。

○ これら必要な財源の確保のため、不足する国の財源は、日銀の国債引受
により対処すべき。

対応案

※ 条文案：別紙参照
１

○ 今回の東北地方太平洋沖地震は、巨大地震に加え想定を超えた津波や原
発事故を伴う大規模広域複合災害である。

〇 多くの住民が失われ、役場の機能を喪失した市町村もあり、従来型の「復
旧」の発想を超えた取り組みが必要である。

○ 現行の被災者生活再建支援制度は、住宅の損壊の程度に着目し、支援金
を個人に支給するものである。今回のように集落全体が喪失するようなケー
スを想定しておらず、現行の支援制度だけでは長期的に資金を必要とするイ
ンフラ整備を含む総合的な住環境整備は不可能である。

〇 今後の復興にあたっては、現行制度だけではなく、「新たな街づくり」を行う
ための特別法を制定すべきである。

現状・課題

対応案

特別立法の制定により、
○ 国、地方の役割分担の観点から、この度の超大規模災害に際しては、被災
者生活再建支援基金ではなく、別途、国全額負担により、地方に基金を創設
する。

○ 基金については、これまで住宅の損壊の程度に着目していた被災者生活
再建支援制度を、被災地以外における再建を含め、被災した世帯がどのよう
に生活再建していくかに着目して支援していくことも可能な制度として組み替
える。

・ 被害を受けた土地や施設の修復や、防災対策の観点も考慮した被災地区
の再開発、被災地以外における再建において要する宅地整備など、地域再
生にかかる住環境整備も基金制度に追加すべき。
・ 基金規模は住家被害及び必要とされる住環境整備その他必要となる経費
を考慮して決定し、必要に応じ、基金に追加交付する等、地域が必要とする
財源を適切に確保すべき。

○ これら必要な財源の確保のため、不足する国の財源は、日銀の国債引受
により対処すべき。

対応案



甚大な災害からの復旧・復興に向けた地方財源の確保

○ 災害等の不測の事態に係る地方の財政需要は、復興基金創設に伴う地方債
利子支払額への普通交付税措置等、一部基準財政需要額に算入されているが、
大半は特別交付税措置であり、地方に十分な財源保障がなされていない状況。

○ これは、毎年度、国が地方財政計画を一方的に決定し、地方の一般財源の総額
にキャップをはめていることが主要因。

○ この度の超大規模災害に際し、被災自治体のみならず、被災者受入自治体
やその他の自治体が広範囲に渡り、様々な支援策を講じなければならない
状況の中、現行の国の制約下にある地方財政制度の下では、対応に限界。

○ こうした現状を改善し、地方が主体的かつ着実に被災地域の復旧・復興や被災
者支援を行っていくためには、特別立法により、地方の一般財源総額を確実に保
障していくことが不可欠。

現状・課題

○ 当分の間、特別立法により地方交付税の総額の特例を設け、大震災からの
復旧・復興に資する経費を、普通交付税の算定基礎となる基準財政需要額と
して別枠で措置し、被災自治体をはじめ、被災者受入自治体等が必要とする
財政需要に適切に対処すべき。

○ 別枠措置する経費の対象は、被災自治体等の復興基金創設に係る地方債
利子支払額その他の災害関連経費をはじめ、被災者支援のため他の自治体
が負担する避難所の開設や仮設住宅の整備、支援物資の調達その他の経費
について、地方が主体的に支援を実施できるよう、広く柔軟に認めるべき。

○ 別枠措置する経費の算定・決定にあたり、国は、地方と誠実に協議を行い、
同意を得るプロセスを設けるべき。

○ これら必要な財源の確保のため、交付税率の引き上げを行い、これにより
不足する国の財源は、日銀の国債引受により対処すべき。

対応案

※条文案：別紙参照
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別紙 （条文案）

東北地方太平洋沖地震に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（案）

第Ａ章 内閣府関係

（被災者生活再建支援の特例）

第Ｘ条 東北地方太平洋沖地震 以下 地震 という を被災者生活再建支援法 平（ 「 」 。） （

成10年５月22日法律第66号 ）の規定に定める自然災害の適用から除外し、地震の被。

災者の生活再建に係る支援金の支給及び住環境整備に係る費用の支弁の財源に充て

るため 「東北地方太平洋沖地震被災者生活支援基金 （以下「支援基金」という ）、 」 。

を被災者生活再建支援法(平成11年12月22日法律第160号)第６条に基づき指定された

支援法人に設置する。

２ 前項の規定に基づく被災者の生活再建に係る支援金の支給対象者は、被災市町村

に平成○年○月○日現在居住していた世帯の世帯主で、かつ、政令で定めるところ

により生活再建を計画した者とする。

３ 前項の支援金の申請期間は、政令で定める。

※発災の日から起算して○○月経過する日まで（概ね２～４年程度）

、 。４ 第一項の規定により設置する支援基金に要する費用は 国が負担するものとする

※支援基金額の見込み １～１．５兆

現行と同水準の支給額で、被害を阪神・淡路大震災の約１．５倍と見込む

５、６４０億円(阪神・淡路大震災)×１．５ ＝ 約８，５００億円

その他、本災害特有の住環境整備にかかる増嵩要素

宅地造成等にかかるインフラ整備

津波対策等に係る特殊な造成 など

５ 前四項のほか、支援基金の設置及び運営その他の必要な事項は、政令で定める。

第Ｂ章 総務省関係

（地方交付税法の交付税額の総額の特例）

第Ｙ条 当分の間、毎年度分として交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法の規

定により算定される額に加え、東北地方太平洋沖地震に際し、被災地方公共団体及

び被災住民の受入地方公共団体、その他の当該地震に関して支援を実施する地方公

共団体（以下「特定自治体」という ）が必要とする財政需要額に相当する額を合算。

した額とする。

３



２ 前項の財政需要額は、特定自治体における当面の東北地方太平洋沖地震の復旧及

び復興に資する施策の実施に必要な額とし、地方交付税法第六条の二第一項に規定

する普通交付税の算定基礎となる基準財政需要額として別に算定するものとする。

３ 第一項の財政需要額の算定及び決定にあたり、国は、特定自治体と誠実に協議を

行い、同意を得なければならない。

４ 当分の間、第一項の財政需要額にかかる必要な財源を確保するため、地方交付税

、 「 」 「 」 、法第六条の適用については 同条中 百分の三十二 とあるのは 百分の○○ と

百分の三十四 とあるのは 百分の○○ と 百分の二十九 五 とあるのは 百「 」 「 」 、「 ． 」 「

分の○○」と 「百分の二十五」とあるのは「百分の○○」とする。、

第Ｃ章 財務省関係

（国債の特例）

第Ｚ条 国は、第Ｘ条第三項及び第Ｙ条第四項の適用にあたり財政収支が不足すると

、 （ ） 、認めるときは 財政法 昭和二十二年法律第三十四号 第四条の規定にかかわらず

国債をもってその財源とすることができる。

２ 前項の国債は、国会の議決を経た金額の範囲内で、日本銀行の引受けにより発行

するものとする。

附則

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

・・・

（政令への委任）

第α条 この附則に定めるもののほか、地震の発生の平成二十三年三月十一日以後に

要した費用の負担にかかる必要な経過措置及びこの法律の施行に伴い必要な経過措

置は、政令で定める。

４



財源措置についての具体的な考え方 

 

①  被災者の生活再建支援については、原状復旧の考え方を基本とし

た現行の被災者生活再建支援制度によるのではなく、総合的な住環

境整備など国家レベルで取り組む特別な生活再建支援制度を国の

全額負担により構築。 

 ※現行制度では、支援金の負担を国・地方で折半。 

被災状況から現行の制度では対応不可能（基金残高：約 540億円程度）。 

 

②  被災地の道路、港湾、河川、公園、下水道、農林水産施設、社会 

福祉施設等の災害復旧事業については、被災地復興計画に基づく国

家的プロジェクトとして国の全額負担により実施。 

 ※激甚災害法の対象の場合、主な国庫負担 7/10～9/10 

 

➂ 被災者への公営住宅の無償提供など災害救助法の適用がないもの

についても、災害救助法の対象とするとともに、これらの救助に要

した経費については、国が全額負担。 

 ※現行の災害救助法の対象は、応急仮設住宅の建設、提供や地方公共団体の民間

住宅の借上げ・提供等に留まっている。 

 

④  被災地の要請のない救援自治体における救援物資の輸送、保管、 

職員の派遣経費及び避難者の受け入れに要する経費についても災害

救助法の対象とするなど運用の弾力化を図る。 

 

⑤  長期かつ広域的な避難者への対応のため、受入自治体において必

要となる経費を含め、復旧・復興に必要な事業実施に伴う地方負担

については、地方交付税等による確実な財政措置（交付税率の引き

上げ等）を講じる。 

５ 
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